
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁性基板、前記基板上に設けられた測定極と対極を含む電極系、前記基板上に結合さ
れて基板との間に前記電極系に試料液を供給する試料液供給路を形成するカバー部材、前
記試料液供給路内に配置された少なくともコレステロールオキシダーゼ、コレステロール
エステラーゼ、界面活性剤、および電子メディエータを含む試薬系を具備し、前記電子メ
ディエータが前記基板側に設けられ、前記コレステロールオキシダーゼおよび界面活性剤
が前記カバー部材側に前記電子メディエータと接触しないように設けられていることを特
徴とするバイオセンサ。
【請求項２】
　前記コレステロールオキシダーゼの存在する位置が、これを前記基板上に投影したとき
前記電子メディエータの存在する位置と重ならないようにされた請求項１記載のバイオセ
ンサ。
【請求項３】
　界面活性剤が、前記コレステロールオキシダーゼと混合されている請求項１記載のバイ
オセンサ。
【請求項４】
　電子メディエータ及びコレステロールオキシダーゼの少なくとも一方がその水溶液の凍
結乾燥によって形成されている請求項１記載のバイオセンサ。
【請求項５】

10

20

JP 3971997 B2 2007.9.5



　電子メディエータ及びコレステロールオキシダーゼの少なくとも一方が担体に担持され
ている請求項１記載のバイオセンサ。
【請求項６】
　担体が、濾紙、ガラスフィルター、セルロース繊維、紙、及びコルクからなる群から選
択される請求項 記載のバイオセンサ。
【請求項７】
　前記コレステロールエステラーゼが前記カバー部材側に設けられた請求項１記載のバイ
オセンサ。
【請求項８】
　前記電子メディエータが親水性高分子層を介して前記電極系上に設けられた請求項 記
載のバイオセンサ。
【請求項９】
　電子メディエータが、フェリシアン化カリウム、パラベンゾキノン及びパラベンゾキノ
ンの誘導体、フェナジンメトサルフェート、メチレンブルー、並びにフェロセン及びフェ
ロセンの誘導体からなる群から選択される請求項 記載のバイオセンサ。
【請求項１０】
　測定対象が体液である請求項１記載のバイオセンサ。
【請求項１１】
　前記体液が血液、血漿、リンパ液、または細胞間質液である請求項 記載のバイオセ
ンサ。
【請求項１２】
　請求項１記載のバイオセンサ、前記測定極と対極との間に電圧を印加する電圧印加手段
、および前記電圧の印加された測定極と対極との間の電気信号を検出する信号検出手段を
有する測定システム。
【請求項１３】
　前記信号検出手段の検出した信号を表示する表示手段をさらに有する請求項 記載の
測定システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
技術分野
本発明は、血液、血漿、血清等の試料中の基質を定量するためのバイオセンサに関する。
【０００２】
背景技術
従来、血液等の試料中の特定成分を定量するバイオセンサとして、様々なものが提案され
ており、一例として、次のようなセンサが知られている（特開昭６３－３１７０９６号公
報参照）。
【０００３】
このバイオセンサは、絶縁性基板上にスクリーン印刷などの方法で作用極、対極及び参照
極からなる電極系を形成し、この電極系上に接して酸化還元酵素と電子メディエータとを
含む反応層を形成したものである。
このようにして作製したバイオセンサの反応層上に、基質を含む試料を滴下すると、反応
層が溶解して酸化還元酵素と基質が反応し、これにともなって電子メディエータが還元さ
れる。一定時間後に、還元された電子メディエータを電極系によって電気化学的に酸化し
、このとき得られる酸化電流値から試料液中の基質を定量する。
【０００４】
上記のような構成のバイオセンサでは、通常、酸化還元酵素及び電子メディエータは、互
いに混合された状態で、電極系上に担持される。その目的は、試料を混合または攪拌する
手間を省き、さらに酸化還元酵素と電子メディエータの反応を効率よく行わせ、短時間で
基質を定量するためである。
【０００５】
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しかし、バイオセンサ内に、酸化還元酵素と電子メディエータとを混合した状態や互いに
接触した状態で担持したとき、基質の濃度が０ｍｇ／ｄｌの試料液に対する応答値（以下
、ブランク値と呼ぶ）が０ではなく、０以上の高い値を示すという問題があった。さらに
、バイオセンサ作製直後（以下、初期と呼ぶ）の応答値と比較して、ブランク値及び同じ
濃度の基質を含む試料液に対するそれぞれの応答値が、保存期間が長くなるにしたがって
増加するという問題があった。保存により応答値が変化するということは、信頼性が低い
という点で問題である。
【０００６】
本発明は、上記の問題点に鑑み、ブランク値が低く、保存による応答値、特にブランク値
の変化が少ない、簡易な構成のバイオセンサを提供することを目的とする。
本発明は、また特にコレステロールの定量に適したバイオセンサを提供することを目的と
する。
【０００７】
発明の開示
本発明は、絶縁性基板、前記基板上に設けられた測定極と対極を含む電極系、前記基板上
に結合されて基板との間に前記電極系に試料液を供給する試料液供給路を形成するカバー
部材、前記試料液供給路内に配置された少なくとも

および電子メディエータを含む試薬系を具備し、前
記電子メディエータが前記基板側に 、

が前記カバー部材側に 設けられている
バイオセンサを提供する。
前記 の存在する位置は、これを前記基板上に投影したとき前
記電子メディエータの存在する位置と重ならないようにされているのが好ましい。
【０００８】
本発明は、また上記のバイオセンサ、前記測定極と対極との間に電圧を印加する電圧印加
手段、および前記電圧の印加された測定極と対極との間の電気信号を検出する信号検出手
段を有する測定システムを提供する。
測定システムは、前記信号検出手段の検出した信号を表示する表示手段をさらに有するこ
とが好ましい。
【０００９】
発明を実施するための最良の形態
本発明は、絶縁性基板、前記基板上に設けられた測定極と対極を含む電極系、前記基板上
に結合されて基板との間に前記電極系に試料液を供給する試料液供給路を形成するカバー
部材、前記試料液供給路内に配置された少なくとも

および電子メディエータを含む試薬系を具備し、前
記電子メディエータが前記基板側に 、

が前記カバー部材側に 設けられている
バイオセンサに関する。
本発明によれば、簡易な構成により電子メディエータと

とが互いに接触することがなくなる。このため、バイオセンサを作製した後、バイオセ
ンサ内において 電子メディエータとが反応すること
がなく、従ってブランク値を低く抑えることができるとともに、保存による応答値変化を
抑制することができる。
【００１０】
本発明の好ましい態様において、前記 の存在する位置は、こ
れを前記基板上に投影したとき前記電子メディエータの存在する位置と重ならないように
されている。
このようにすると、 と電子メディエータとを分離した状態を
維持しながら、試料液供給路の体積を低減することができる。
【００１１】

10

20

30

40

50

(3) JP 3971997 B2 2007.9.5

コレステロールオキシダーゼ、コレス
テロールエステラーゼ、界面活性剤、

設けられ 前記コレステロールオキシダーゼおよび界
面活性剤 前記電子メディエータと接触しないように

コレステロールオキシダーゼ

コレステロールオキシダーゼ、コレス
テロールエステラーゼ、界面活性剤、

設けられ 前記コレステロールオキシダーゼおよび界
面活性剤 前記電子メディエータと接触しないように

、前記コレステロールオキシダー
ゼ

前記コレステロールオキシダーゼと、

コレステロールオキシダーゼ

コレステロールオキシダーゼ



本発明の他の好ましい態様においては、前記試薬系が、さらに前記カバー部材側に設けら
れた界面活性剤を含んでいる。この場合、界面活性剤が、前記

と混合されていることが好ましい。
【００１２】
本発明の好ましいバイオセンサは、診断指針としての血清コレステロール値を定量するも
ので、試薬系は、コレステロールオキシダーゼおよびコレステロールデヒドロゲナーゼの
少なくとも一方、コレステロールエステルをコレステロールに変化させる過程を触媒
酵素 コレステロールエステラーゼ、および界面活性剤を含む。
血液または血清中のコレステロールは、ミセル構造をとっているリポ蛋白中に含まれる。
試薬系が適切な界面活性剤を含んでいると、コレステロールオキシダーゼおよびコレステ
ロールデヒドロゲナーゼの少なくとも一方、またはコレステロールエステラーゼによる、
リポ蛋白中のコレステロールへの反応性が向上する。
【００１３】
上のような目的に用いる界面活性剤としては、イオン性界面活性剤及び非イオン性界面活
性剤のいずれでもよい。例えば、  ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル、コー
ル酸またはその塩、デオキシコール酸またはその塩、脂肪酸塩、アルキル硫酸エステル塩
、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステル塩、アルキルベンゼンスルフォン酸
塩、アルキルナフタレンスルフォン酸塩、アルキルスルホコハク酸塩、アルキルジフェニ
ルエーテルジスルフォン酸塩、アルキルリン酸塩、ナフタレンスルフォン酸ホルマリン縮
合物、ポリカルボン酸型高分子界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリ
オキシアルキレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレン誘導体、ソルビタン脂肪酸エス
テル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビトール
脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、ポリ
オキシエチレンアルキルアミン、アルキルアルカノールアミド、アルキルアミン塩、第四
級アンモニウム塩、アルキルベタイン、及びアミンオキサイド等が挙げられる。これらの
中では、ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテルが特に好ましい。
界面活性剤によりリポ蛋白を加溶化する作用は、界面活性剤の種類によってそれぞれ異な
るので、上記界面活性剤のいずれかを２種類以上同時に使用してもよい。
【００１４】
本発明の他の好ましい態様においては、電子メディエータ及び

のうち、少なくとも一方は、その水溶液の凍結乾燥によって形成されている。
凍結乾燥によって形成された電子メディエータおよび／または

の層は、溶解性が向上するので、測定全体にかかる時間を短縮することができる。特に
、 による反応が応答値を得る第一ステップであるので、

層を凍結乾燥によって形成すると、試料液を供給したとき
を速やかに溶解させることができるので好ましい。

【００１５】
本発明のさらに好ましい他の態様においては、電子メディエータ及び

のうち少なくとも一方は、担体に担持されている。
ここに用いる担体としては、担体内部または担体表面に試薬を担持できるものであればよ
く、例えば、濾紙、ガラスフィルター、セルロース繊維、紙、及びコルク等が挙げられる
。ここで、濾紙を用いた場合、試薬は主に濾紙内部に担持され、紙を用いた場合、試薬は
紙の表面に担持されるという相違点がある。これらの担体の中では、ガラスフィルターま
たはセルロース繊維が、担体に対する の非特異的な吸着量が
少ないため好ましい。
【００１６】
本発明のバイオセンサにおいて用いることができる電子メディエータとしては、特に限定
されないが、例えば、フェリシアン化カリウム、パラベンゾキノン及びパラベンゾキノン
の誘導体、フェナジンメトサルフェート、メチレンブルー、並びにフェロセン及びフェロ
センの誘導体等が挙げられる。これらの中では、フェリシアン化カリウムが酸素存在下で
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も安定であるので好ましい。
絶縁性基板及びカバー部材としては、電気絶縁性を有し、ある程度の剛性を有していれば
よい。例えば、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリスチレン、ポリ塩化ビ
ニル、ポリアミド、飽和ポリエステル等の熱可塑性樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、フェ
ノール樹脂、エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル樹脂等の熱硬化性樹脂が挙げられる。
【００１７】
本発明の好ましいバイオセンサは、基板上に設けられた電極系の上に電子メディエータ層
が形成される。電子メディエータと電極系との直接的な接触を防ぐとともに電子メディエ
ータ層の担持をより確実にするために、電極系上に親水性高分子層を形成し、その上に電
子メディエータ層を形成するのがよい。
【００１８】
また、電極系が、銀ペーストによる下地とその上に形成したカーボンペーストから構成さ
れている場合、試料に溶解した試薬系の界面活性剤の作用により、試料の溶液が電極下地
の銀層に浸透する。このため、センサの応答電流測定時に電極に電位を印加すると、銀層
が電気化学的反応に関与し、その結果、応答電流値が増加することがある。電極系を親水
性高分子層で被覆していると、界面活性剤の銀層への浸透を緩和することができる。
そのような親水性高分子層を構成する親水性高分子としては、その水溶液が粘性を有する
ものであればよく、例えば、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース
、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、エチルセルロース、エチルヒドロ
キシエチルセルロース、及びカルボキシエチルセルロース等のセルロース類、ポリビニル
ピロリドン、ポリビニルアルコール、並びにポリリジン等のポリアミノ酸、ポリスチレン
スルホン酸、ゼラチン及びその誘導体、アクリル酸及びその塩の重合体、メタクリル酸及
びその塩の重合体、スターチ及びその誘導体、無水マレイン酸及びその塩の重合体、アガ
ロースゲル及びその誘導体等が挙げられる。
【００１９】
測定極及び対極の材料としては、導電性を有するものであればよく、例えば、炭素、金、
パラジウム、及び白金等が挙げられる。
絶縁性基板上に設けられる測定極と対極を含む電極系は、さらに参照極を含んでいてもよ
い。
【００２０】
本発明のバイオセンサが測定する試料としては、体液が挙げられる。体液としては、血液
、血漿、リンパ液、細胞間質液、汗のいずれかが挙げられる。それぞれの体液に含まれる
コレステロー どが測定対象となる。
【００２１】
以下、本発明のバイオセンサの構造を図面を参照して説明する。ここに用いられた構造図
は理解を容易にするためのものであって、各要素の相対的大きさや位置関係は必ずしも正
確ではない。
【００２２】
実施の形態１
図１は本実施の形態におけるバイオセンサの分解斜視図であり、図２は同バイオセンサの
縦断面図である。
絶縁性基板２上に、スクリーン印刷により銀ペーストを印刷し、加熱乾燥することにより
、測定極リード１３及び対極リード１４並びに後述する電極系の下地が形成されている。
次に、スクリーン印刷により導電性カーボンペーストを印刷し、加熱乾燥することにより
、測定極３及び対極４からなる電極系が形成されている。さらに、電極系を部分的に覆う
絶縁性ペーストをスクリーン印刷により印刷し、加熱乾燥して絶縁層６が形成されている
。測定極３及び対極４からなる電極系を覆うように親水性高分子の一種であるカルボキシ
メチルセルロース（以下ＣＭＣで表す）の水溶液を滴下し、加熱乾燥することによりＣＭ
Ｃ層７が形成されている。次に、ＣＭＣ層７を覆うように、電子メディエータの一種であ
るフェリシアン化カリウムの水溶液を滴下し、加熱乾燥することにより電子メディエータ
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層８が形成されている。図では、ＣＭＣ層７と電子メディエータ層８が相互に独立した形
で表されているが、実際には部分的に混じり合っている。
【００２３】
次に、上カバー１６及び中カバー１５を接合してカバー部材を組み立てる。中カバー１５
は、２つの柱状の部片１５ａとその両者をそれらの後部で連結する背の低い部片１５ｂか
らなる。カバー部材には、上カバー１６の下面に部片１５ａおよび１５ｂによって囲まれ
た凹部が形成される。カバー部材を逆さにし、前記の凹部に、コレステロールエステラー
ゼ、酸化還元酵素であるコレステロールオキシダーゼおよび／またはコレステロールデヒ
ドロゲナーゼ、及び界面活性剤を含む混合水溶液を滴下し、これを凍結乾燥することによ
って酵素層１０が形成されている。ここで酵素層１０は、上カバー１６、中カバー１５及
び絶縁性基板２の３つを張り合わせたときにできる試料液供給路１７内に収まるように形
成される。最後に、絶縁性基板２、カバー部材を図１中の一点鎖線で示すような位置関係
で張り合わせることにより、バイオセンサ１が作製される。
【００２４】
バイオセンサ１において、絶縁性基板２、中カバー１５、及び上カバー１６により、絶縁
性基板２と上カバー１６との間に、電極系に試料液を供給する試料液供給路１７が形成さ
れている。バイオセンサ１に対して、血液等の試料は試料供給口１１から供給される。空
気孔１２は、試料を供給したときの空気の逃げ道となり、試料供給を円滑にする機能を担
う。
【００２５】
上記のような構成のセンサにおいて、試料液供給路１７のサイズは、幅０．４～４ｍｍ、
高さ０．０５～０．５ｍｍ、長さ２～１０ｍｍとするのが好ましい。そのようなセンサで
は、試料量を０．０４～２０μｌとすることができる。さらに好ましい試料液供給路１７
のサイズは、幅０．５～２ｍｍ、高さ０．０５～０．２ｍｍ、長さ３～５ｍｍであり、試
料量は０．０７５～２．０μｌとなる。
【００２６】
実施の形態２
図３は、本実施の形態におけるバイオセンサの分解斜視図であり、図４は同バイオセンサ
の縦断面図である。
本実施の形態のバイオセンサの実施の形態１のそれとの相違点は、酵素層の形成方法とそ
の形成位置である。本実施の形態における酵素層１０ａは、
、コレステロールエステラーゼ、及び界面活性剤を含む混合水溶液を上カバー１６の下面
にスクリーン印刷し、乾燥することにより形成される。酵素層１０ａの位置は、これを基
板２上に投影したとき、電子メディエータ層８と重ならず、層８を囲むように設定される
。
【００２７】
本実施の形態のバイオセンサでは、カバー部材の酵素層１０ａは、これを基板２上に投影
したとき、電子メディエータ層８と重ならず、層８を囲むようにしたので、

と電子メディエータとを分離した状態を維持しつつ、試料液供給路の厚み
を小さくし、試料液供給路の体積を低減することができる。そのため、測定に必要な試料
量を低減することができる。
【００２８】
また、 と電子メディエータとを互いにより近い距離に担持す
ることができるので、試料供給後、速やかに と電子メディエ
ータとが混合し、反応時間を短縮することが可能である。
【００２９】
実施の形態３
図５は、上記に示したバイオセンサを用いた測定システムの構成例を示すブロック図であ
る。電圧印加手段２１は、センサ１のリード１３および１４から測定極３と対極４との間
に電圧を印加する。電圧印加手段２１とリード１４との間に挿入された電流検出手段２２
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は、測定極３と対極４との間に流れる電流を検出する。電流検出手段２２に接続された表
示手段２３は、電流検出手段２２が検出した電流値またはその電流を電圧に変換した値を
表示する。
【００３０】
以下、本発明を実施例によりさらに詳しく説明する。バイオセンサの一例として、コレス
テロールセンサについて説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。
【００３１】
実施例１
実施の形態１において、電極系を覆うようにＣＭＣの０．５ｗｔ％水溶液を４μｌ滴下し
、５０℃で１５分間乾燥することによりＣＭＣ層７を形成した。このＣＭＣ層７を覆うよ
うに、フェリシアン化カリウムの７５ｍＭ水溶液を４μｌ滴下し、５０℃で１５分間乾燥
することにより電子メディエータ層８を形成した。一方、コレステロールオキシダーゼを
４００ユニット（Ｕ）／ｍｌ、コレステロールエステラーゼを９００Ｕ／ｍｌ、及び界面
活性剤としてのポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテルの一種であるＴｒｉｔｏｎ
－Ｘ１００を１．６ｗｔ％含む混合水溶液をカバー部材の所定の位置に０．５μｌ滴下し
、これを凍結乾燥することによって酵素層１０を形成した。試料液供給路１７のサイズは
、幅２．０ｍｍ、高さ０．１ｍｍ、長さ約５．０ｍｍであり、測定極３の面積は約１．０
ｍｍ 2である。
【００３２】
比較例１
コレステロールエステラーゼとコレステロールオキシダーゼとを、電子メディエータ層に
混合した点以外は実施例１と同様にして、比較例１のバイオセンサを作製した。
【００３３】
次に、実施例１及び比較例１のバイオセンサを用いて、コレステロールを含まない（コレ
ステロール濃度０ｍｇ／ｄｌ）ＰＢＳ（リン酸緩衝化生理食塩水）緩衝溶液、及びコレス
テロール濃度が１０５ｍｇ／ｄｌのヒト血清について、コレステロール濃度の測定を行っ
た。試料液を試料供給口１１に接触させることにより試料液供給路１７に供給し、３分経
過後に対極４を基準にして測定極３に５００ｍＶの電圧を印加し、５秒経過後に測定極３
と対極４の間を流れる電流値（応答値）を測定した。
【００３４】
コレステロール濃度０ｍｇ／ｄｌのＰＢＳ緩衝溶液に対する応答値の変化を表１に、コレ
ステロール濃度１０５ｍｇ／ｄｌのヒト血清に対する応答値の変化を表２にそれぞれ示す
。それぞれの試料液について、バイオセンサの初期における応答値と、同バイオセンサを
３０℃で４週間保存した後における応答値との比較を行った。
【００３５】
【表１】
　
　
　
　
　
　
【００３６】
【表２】
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【００３７】
表１からわかるように、実施例１のバイオセンサでは、初期において、コレステロール濃
度０ｍｇ／ｄｌに対する応答値は０．１９μＡであり、比較例のバイオセンサと比較して
０．３７μＡ低い値が得られた。よって、実施例１のバイオセンサにより、コレステロー
ル濃度０ｍｇ／ｄｌに対する応答値、すなわちブランク値を低減する効果が得られた。
また、表１からわかるように、比較例では、コレステロール濃度０ｍｇ／ｄｌに対する応
答値は、３０℃に４週間保存することで、０．５６μＡから０．８９μＡへ、０．３３μ
Ａ増加した。一方、実施例１では、コレステロール濃度０ｍｇ／ｄｌに対する応答値は、
同じ保存条件において、０．１９μＡから０．２２μＡへの０．０３μＡの増加にとどま
り、保存によるブランク値の上昇が抑制された。
【００３８】
さらに、表２からわかるように、比較例では、コレステロール濃度１０５ｍｇ／ｄｌに対
する応答値は、３０℃に４週間保存することで、２．１２μＡから２．６４μＡへ、０．
５２μＡ増加した。一方、実施例１では、コレステロール濃度１０５ｍｇ／ｄｌに対する
応答値は、同じ保存条件において、１．５３μＡから１．５８μＡへの０．０５μＡの増
加にとどまり、保存による応答値上昇が抑制された。
【００３９】
実施例２
実施の形態２において、酵素層１０ａを印刷するためのインクに、コレステロールオキシ
ダーゼ、コレステロールエステラーゼ、及びＴｒｉｔｏｎ－Ｘ１００を含む混合水溶液を
用いた。得られた酵素層１０ａは、コレステロールオキシダーゼを１．０Ｕ、コレステロ
ールエステラーゼを２．２５Ｕ、Ｔｒｉｔｏｎ－Ｘ１００を８．０μｇ含んでいる。酵素
層１０ａは、その厚みは約０．７ｍｍで、中央の孔の径は、対極４の外形（直径３．０ｍ
ｍの円形）より若干大きい。一方、ＣＭＣ層７および電子メディエータ層８は、実施例１
と同様にして形成したもので、それらの外形は、対極４の外形とほぼ同じである。
【００４０】
このバイオセンサを用いて、実施例１と同様の手順により試料液中のコレステロール濃度
の測定を行ったところ、実施例１と同様の結果が得られた。
【００４１】
実施例１及び２において、ＣＭＣ層７及び電子メディエータ層８の形状は円形としたが、
四角形、長方形、または楕円形であってもよい。いずれの場合においても、酵素層１０ま
たは１０ａの形状は、 と電子メディエータとが接触しなけれ
ば、いずれの形状でもよい。
【００４２】
また、電子メディエータとしてフェリシアン化カリウムを用いたが、パラベンゾキノン及
びその誘導体、フェナジンメトサルフェート、メチレンブルー、フェロセン及びその誘導
体のいずれかを用いてもよい
【００４３】
上記実施例においては、電子メディエータを含む層は、その層を形成する位置に電子メデ
ィエータの水溶液を滴下した後、加熱乾燥することにより形成したが、電子メディエータ
を含む水溶液を所定の位置に滴下した後、凍結乾燥により形成してもよい。また、電子メ
ディエータを含む水溶液をスクリーン印刷する方法、または試料液供給路内に設置した担
体に、電子メディエータを含む水溶液を含浸させた後、３０～７０℃において加熱乾燥も
しくは凍結乾燥する方法により電子メディエータを含む層を形成してもよい。
【００４４】

を含む層は、その水溶液を所定の位置に滴下した後、凍結乾
燥する方法、または を含む水溶液をスクリーン印刷する方法
により形成したが、他の方法によって形成することもできる。例えば、

を含む水溶液を所定の位置に滴下した後、３０～７０℃において加熱乾燥する
方法、または試料液供給路内に設置した担体に、 を含む水溶
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液を滴下し、含浸させた後、３０～７０℃において加熱乾燥もしくは凍結乾燥する方法で
ある。
【００４５】
産業上の利用の可能性
以上のように、本発明によれば、ブランク値が低く、保存による応答値、特にブランク値
の変化が少ない、簡易な構成のバイオセンサを提供することができる。さらに、

と電子メディエータとが接触しないような形状にすることで、試料液
供給路の厚みを小さくすることができ、血液等の必要な試料量を低減することができる。
さらに、 と電子メディエータとを互いにより近い距離に担持
することができるので、試料供給後、速やかに と電子メディ
エータが混合するため、反応時間の短縮が可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施例におけるバイオセンサの分解斜視図である。
【図２】　同バイオセンサの断面図である。
【図３】　本発明の他の実施例におけるバイオセンサの分解斜視図である。
【図４】　同バイオセンサの断面図である。
【図５】　本発明の一実施例における測定システムの回路構成を示すブロック図である。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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